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裏面もご覧下さい 

●知ってますか？新型コロナウイルス感染症対策推進宣言 

 新潟市内の飲食店が、手洗い・手指の消毒の徹底、マスクの着用、施設の換気、

対人距離の確保など新型コロナウイルス感染症対策を行う場合、申請いただくと、そ

れら項目を記載したポスターとステッカーを配布しています。 

 飲食店の皆さまが自主的に取り組む新型コロナウイルス感染症対策を可視化し、

営業活動を支援するために、事業者が利用できるポスター等です。 

 事業所で新型コロナウイルス感染症対策を実施しており、ポスター等をご希望の方

は商工会までご連絡ください。 

●黒埼商工会商業部会 スタンプまつりの抽選会を行いました 
 

 商業部会では、８月２0日（木）午後１時30分から黒埼商工会館においてスタ

ンプまつりの抽選会を行いました。スタンプまつりは、７月２５日から８月１６日に

かけて３０の加盟店で実施したもので、５００円以上の買い物やサービス利用で

スタンプ券に加盟店がスタンプを1個、１，０００円以上なら２個を押印し、２個

分集まると商品券が当たる抽選に応募できる内容で、２，３４５件の応募があり

ました。抽選の結果、５千円分の商品券６本、２千円分の商品券３５本が当選

されました。 

  （お知らせ） 

   商業部会では本年も「年末大売出し」（12月7日～31日）を予定しています。 

   加盟店の募集を10月号で行います。沢山の申込みよろしくお願いします。 

    今年度の変更点として 

  ・参加店舗を増やすため期間中500円お買い上げごとに応募券1枚進呈。 

                                       （但し1回10枚まで）  

  ・コロナウイルス感染症の影響を考慮して、沢山応募していただけるように当選本数 

 を昨年よりも15本増加、また参加加盟店が負担する応募券を安く販売する予定です。 

●商業部会・工業部会「視察研修」の中止について（お知らせ） 
  商業部会・工業部会では、それぞれ毎年秋の時期に視察研修を実施しておりました。しかしながら、 先日

各部会の会議にて今年度の視察研修について検討を行った結果、両部会とも今年度の視察研修については

新型コロナウイルス感染症の影響により、参加者の安全を確保することが難しいという理由で、残念ながら中

止することになりました。商業部会は11月頃、工業部会は来年1月頃に新しい生活様式を取り入れた忘年会

または新年会を企画しています。詳細が決まり次第ご案内させていただきます。 

●無料法律相談のごあんない 

 最近、法律関係の悩み事はありませんか？（利息の過払い請求・事業承継・従業員との労働契約に関するトラブルな
ど）弁護士をお招きして法律の相談会を実施します。お気軽にお電話ください。（事前予約制） 

○相談日 令和２年10月16日(金)10:00～12:00(相談時間は1組30分までです) 



●４商工会青年部合同研修会 

  「月岡温泉の地域活性化と地域組織運営について」 
  人々の求めるものが急速に変化する現代において、月岡温泉全体のリーダーの将来を見据えた街 

  づくりと人づくりの取り組みを、この機会に是非ご聴講ください。 

 ■日 時 令和２年１０月２日（金） １５時３０分～１７時００分 

 ■会 場 白玉の湯 泉慶 （新発田市月岡温泉 ℡0254-32-1111） 

 ■受講料 無料 

 ■共 催 新潟西・赤塚・豊栄・黒埼商工会青年部 

    ※詳しい内容については別添の申込書をご覧ください。 

●引き続き、地域のお店応援商品券～取扱店募集！～ 
  
 新潟市では、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少した地域

のお店を応援するために、地域のお店にお客様を呼び込むきっかけとし

て、大型店を除く市内全域の幅広い店舗で利用可能な商品券を発行し、

消費を喚起する商品券を販売しています。 

 本商品券の取扱いは大型店を除く、中小・小規模事業者が対象となり

ます。新潟市内で飲食、小売、サービス業等の店舗を営む事業者のう

ち、業種ごとに定められた資本金の額または、従業員数のいずれか要件に該当する方が対

象となります。参加費：無料  換金手数料：無料 

 詳しい要件・申し込みについては、協同組合NICE新潟のHP （https://n-gif10ken.com/） 

 または、右側のＱＲコードを確認してください。 

 取扱店のお申し込みよろしくお願いいたします。 

●新型コロナウイルス感染症に対する給付金・支援金の申請はお済ですか？ 

  ①国・政府から給付金 「持続化給付金」 
     月の売上げが前年同月比50％以下の中小企業・個人事業者等が対象の給付金  

     法人200万円 個人事業者100万円以内を支給 （中小企業金融相談窓口 0570-783-183） 

     2019年分の確定申告書・決算書や法人事業概況説明書を用意し、2020年分の対象とする月の売上げ台 

     帳や通帳の写し等と用意しインターネットから申請する（ＰＣ、スマートフォンがない場合は申請サポート会場 

     ：朱鷺メッセにて申請可能） 条件を確認したい方は、黒埼商工会までお問い合わせください。 

 ②国・政府から給付金 「家賃支援給付金」 
     5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代 

     ・家賃（賃料）の負担を軽減する給付金を支給します。 

     申請時の直近1ヵ月における支払賃料（月額）に基づき算定した給付額（月額）の6倍 

     支給対象（①②③すべてを満たす事業者） 

     ①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者 

     ②5月～12月の売上高について 

      1ヵ月で前年同月比▲50％以上または、連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上 

     ③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い 

     給付額 「法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給」 

     算定方法については中小企業庁のサイト（https://yachin-shien.go.jp/index.html）をご確認ください。 

     ※申請対象期間は令和２年１２月末までですが、お早めの申請をお願いします。 

●事業者向け『感染者・濃厚接触者対応マニュアル(新潟市)』を同封しました。ご覧ください。 


